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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

　

回次
第48期
第２四半期
累計期間

第49期
第２四半期
累計期間

第48期
第２四半期
会計期間

第49期
第２四半期
会計期間

第48期

会計期間

自  平成21年
    ２月21日
至  平成21年
    ８月21日

自  平成22年
     ２月21日
至  平成22年
     ８月20日

自  平成21年
    ５月21日
至  平成21年
    ８月20日

自  平成22年
     ５月21日
至  平成22年
     ８月20日

自  平成21年
　 　２月21日
至  平成22年
     ２月20日

売上高 (千円) 12,712,60312,802,0256,469,9536,565,26726,119,242

経常損失(△) (千円) △463,039△384,968△297,223△225,662△735,904

四半期(当期)純損失
(△)

(千円) △546,022△422,524△370,906△254,218△917,075

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 4,976,6354,976,6354,976,635

発行済株式総数 (株) ― ― 23,185,98323,185,98323,185,983

純資産額 (千円) ― ― 8,841,3878,043,0108,466,101

総資産額 (千円) ― ― 15,685,71614,918,19615,776,568

１株当たり純資産額 (円) ― ― 381.44 347.00 365.25

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)金額

(円) △23.56 △18.23 △16.00 △10.97 △39.57

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 56.4 53.9 53.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △159,306△869,648 ― ― 595,033

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △18,064 8,773 ― ― 130,452

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △80,914 324,887 ― ― △390,917

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,291,8571,348,7211,884,710

従業員数 (名) ― ― 505 514 440

(注)  １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 持分法を適用した場合の投資損益については関連会社の重要性が乏しいため記載を省略しております。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、１株当たり四半期(当期)純損失であり、

　 また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年８月20日現在

従業員数(名) 514（612）

(注) １ 従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除く）であります。

２ 従業員数欄の（　）内は、定時社員（パートタイマー）及びアルバイトの期中平均人員であり、外書きで記　　　　

載しております。（１日８時間換算）
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第２ 【事業の状況】

１ 【販売及び仕入の状況】

(1) 販売実績

当第２四半期会計期間における販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

　①　部門別売上実績

部門別 売上高(千円) 構成比(％) 前年同四半期比（％）

生鮮食料品

精肉 660,920 10.1 111.5

鮮魚 359,351 5.5 102.5

青果 869,181 13.2 105.8

海産加工 206,073 3.1 109.2

小計 2,095,527 31.9 107.3

非生鮮食料品

一般食品 1,255,134 19.1 95.6

デイリー・菓子 1,061,137 16.2 100.8

日配品 772,519 11.8 99.2

惣菜 301,031 4.6 113.2

酒 499,865 7.6 98.5

小計 3,889,689 59.3 99.3

日用品雑貨 126,747 1.9 96.9

その他 453,303 6.9 97.0

合計 6,565,267 100.0 101.5

(注) １　海産加工は、魚卵、干物魚、練物等であります。

２　デイリー・菓子は、一般菓子、パン、牛乳等であります。

３　日配品は、麺類、漬物、冷凍食品、米等であります。

４　その他は、ドラッグ、たばこ、健康ランド内レストラン等であります。

５　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(2) 仕入実績

部門別 仕入高(千円) 構成比(％) 前年同四半期比（％）

生鮮食料品

精肉 423,269 8.1 109.5

鮮魚 253,258 4.9 95.8

青果 660,307 12.7 101.9

海産加工 145,409 2.8 106.1

小計 1,482,245 28.5 103.2

非生鮮食料品

一般食品 1,152,133 22.1 100.4

デイリー・菓子 846,553 16.2 101.6

日配品 622,787 12.0 96.1

惣菜 206,445 4.0 113.1

酒 454,568 8.7 96.8

小計 3,282,488 63.0 100.1

日用品雑貨 102,361 2.0 94.0

その他 341,478 6.5 93.8

合計 5,208,574 100.0 100.4

(注) １　海産加工は、魚卵、干物魚、練物等であります。

２　デイリー・菓子は、一般菓子、パン、牛乳等であります。

３　日配品は、麺類、漬物、冷凍食品、米等であります。

４　その他は、ドラッグ、たばこ、健康ランド内レストラン等であります。

５　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 

１．当第２四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

または、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありませ

ん。

 

２．当社は、平成19年２月期（第45期）以降営業損失を、また平成18年２月期（第44期）以降営業活動に

よるキャッシュ・フローのマイナスを計上し、当第２四半期会計期間においても営業損失２億３千６百

万円、四半期純損失２億５千４百万円を計上しております。当該状況により当社は、将来にわたって事業

活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

　当社は当該状況を解消すべく、４〔財政状態、経営成績及びキャッシュフローの状況の分析〕に記載の

諸策を実施しております。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期会計期間において経営上の重要な契約は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

 (1)経営成績の分析

当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退による企業業績の低迷が続く中、一

部には政府の景気対策や輸出の回復などにより上向くきざしが見え始めたものの急激な円高による景

気や雇用環境の不透明さから個人消費の低迷が続き極めて厳しい状況で推移いたしました。

　当社が属する小売業界におきましてもデフレによる価格競争や消費者の節約志向の高まりにより依

然として経営環境は厳しい状況が続いております。

　このような厳しい経営環境の中、当社は「地域社会に愛され、信頼される店づくり」の経営理念を実

現する為に顧客ニーズの把握に努め、売上向上に向けた営業活動を強化するとともに、経費削減に取組

み収益の改善に努めてまいりました。

　営業面におきまして、青果部門を中心とした生鮮部門の強化を図るとともに、顧客ニーズに対応する

ため第２四半期会計期間の７月よりポイントカードサービスの導入を全店舗にて開始いたしました。

その一方、店舗面におきましては不採算店舗１店舗を８月に閉鎖し当第２四半期末の店舗数は51店舗

となりました。この結果、既存店ベースの売上高対前年同期比は102.4％、来店客数対前年同期比は

102.1％と回復基調となってまいりましたが、利益を押し上げるまでにはいたりませんでした。

　以上の結果、当第２四半期会計期間の業績は、営業収益（売上高及び営業収入の合計）69億6百万円

（前年同期比101.0%）となりました。損益面につきましては、売上総利益率を1.6ポイント改善させ販

売費及び一般管理費の抑制に努めました結果、営業損失は７千５百万円減少し２億３千６百万円（前

年同期３億１千１百万円）となりました。また、経常損失は２億２千５百万円（前年同期２億９千７百

万円）、四半期純損失は２億５千４百万円（前年同期３億７千万円）となりました。
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(2)財政状態の分析

総資産の残高は149億１千８百万円で、前事業年度末に比べ８億５千８百万円減少しました。これは

主に、現金及び預金が５億３千５百万円減少する他、たな卸資産を６千６百万円圧縮したこと、有形固

定資産が償却等により６千万円減少したことによるものであります。 

　負債の残高は68億７千５百万円で、前事業年度末に比べ４億３千５百万円減少となりました。これは

主に、買掛金が７億２千３百万円減少する他、借入金が３億２千４百万円増加したことによるものであ

ります。 

　純資産の残高は80億４千３百万円で、前事業年度末に比べ４億２千３百万円減少しました。第２四半

期累計期間の四半期純損失４億２千２百万円を計上したことによるものであります。 

　

(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は第１四半期会計期間末より５億３百万円増

加し13億４千８百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動による資金の増加は１千８百万円（前年同期は１億８千万円の減少）となりました。税引前

四半期純損失２億４千５百万円を計上しておりますが、非資金費用として減価償却費７千７百万円と

不動産賃借料の相殺額４千７百万円があった他、仕入債務が１億４千１百万円増加したことによるも

のであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動による資金の増加は３千万円（前年同期は２千９百万円の増加）となりました。配送セン

ターの取得など有形固定資産の取得に９千５百万円を使用いたしましたが、長期貸付金５千万円、建設

協力金５千３百万円の回収を行ったこと等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動による資金の増加は４億５千４百万円（前年同期は２億５千３百万円の増加）となりまし

た。新規に長期借入金６億円の融資を受ける一方、借入金を１億４千５百万円返済したこと等によるも

のであります。 
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(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更はありま

せん。

(5)研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6)事業等のリスクに記載した重要事象等を解消し、又は改善するための対応策

当社は将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在し

ていると判断しております。

　当社は当該状況を解消すべく下記のとおり取り組んでおります。

 

① 荒利の改善 

　お客様ニーズにあった売場作りや、商品政策を実行していく過程において、取扱い商品構成の見直し、

ロスの削減、新規商品の開発、在庫の削減等により荒利の改善を図ってまいります。 

② コスト構造の改善 

　既存店舗の損益状況を踏まえ、店舗運営を継続するか否かを機動的に判断し、不採算店舗については、

早急に改善策を講じる等の対策を迅速に行ってまいります。 

　一方、コスト削減のみに注力するのではなく、費用対効果を検討し、効果が見込めるものについては積

極的に投資を行い収益改善に結びつけてまいります。 

③ 人材の育成 

　当社の経営理念であります「地域社会に愛され信頼される店づくり」を実現させ、食の安全・安心の

提供、充実した商品の品揃え等、お客様の満足度を高めるためには、直接お客様と接する社員の知識、技

術及び接客等を向上させることが大切であります。そのためには積極的な社員の教育、研修等を実施

し、顧客サービスの向上を図ってまいります。 
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,300,100

計 40,300,100

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成22年８月20日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年10月４日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 23,185,98323,185,983
東京証券取引所
市場第二部

単元株式数は
100株であります。

計 23,185,98323,185,983― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成22年５月21日～
平成22年８月20日

─ 23,185,983 ─ 4,976,635 ─ 5,625,560

　

　

(6) 【大株主の状況】

平成22年８月20日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

リサ・コーポレート・ソリュー
ション・ファンド投資事業有限責
任組合　　

東京都港区赤坂１－１１－４４ 5,120,000 22.08

新　井　誠　一 埼玉県春日部市 4,177,138 18.01

株式会社アライ興産 埼玉県春日部市豊町４－１－１０ 3,167,638 13.66

有限会社西町コーポ 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻３－２－９ 1,391,869 6.00

有限会社マルヨシ 埼玉県久喜市大字野久喜７０３ 1,167,688 5.03

株式会社埼玉りそな銀行 埼玉県さいたま市浦和区常盤７－４－１ 996,718 4.29

マルヤ従業員持株会 埼玉県春日部市小渕２４３ 842,913 3.63

有限会社ヒロ興産 埼玉県春日部市粕壁東６－１５－２ 695,865 3.00

株式会社武蔵野銀行 埼玉県さいたま市大宮区桜木町１－１０－８ 469,573 2.02

新　井　光　子 埼玉県春日部市 427,424 1.84

計 ― 18,456,82679.60
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成22年８月20日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ―

議決権制限株式(その他) ─ ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式　　　7,300

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 23,157,300 231,573 ―

単元未満株式 普通株式　 　21,383 ― 一単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 23,185,983― ―

総株主の議決権 ― 231,573 ―

(注) １　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義株式100株（議決権１個）が含まれ

ております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義株式55株及び、当社所有の自己株式39株が含まれ

ております。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成22年８月20日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社　マルヤ

春日部市小渕243番地 7,300 ─ 7,300 0.03

計 ― 7,300 ─ 7,300 0.03

　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成22年
　３月

　
　４月

　
　５月

　
　６月

　
　７月

　
　８月

最高(円) 113 114 115 115 150 145

最低(円) 101 106 103 100 106 123

(注)１　東京証券取引所市場第二部における株価を記載しております。

　　２　月別最高・最低株価は、毎月１日から月末までのものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期会計期間(平成21年５月21日から平成21年８月20日まで)及び前第２四半期累計期間

(平成21年２月21日から平成21年８月20日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第２四半期

会計期間(平成22年５月21日から平成22年８月20日まで)及び当第２四半期累計期間(平成22年２月21日か

ら平成22年８月20日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期会計期間(平成21年５月21日か

ら平成21年８月20日まで)及び前第２四半期累計期間(平成21年２月21日から平成21年８月20日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第２四半期会計期間(平成22年５月21日から平成22年８月20日まで)及び当第２

四半期累計期間(平成22年２月21日から平成22年８月20日まで)に係る四半期財務諸表について、爽監査法

人により四半期レビューを受けております。

　

３  四半期連結財務諸表について

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第

２項により、当社では、子会社の資産、売上高等からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ

・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表

は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年８月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,378,721 1,914,710

売掛金 5,061 4,215

商品 944,387 1,010,532

貯蔵品 8,698 8,923

その他 ※２
 439,253 431,818

貸倒引当金 △374 △375

流動資産合計 2,775,747 3,369,824

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※１・２
 3,343,074

※１・２
 3,430,582

土地 ※２
 4,027,230

※２
 3,954,505

その他（純額） ※１・２
 303,709

※１・２
 349,246

有形固定資産合計 7,674,014 7,734,334

無形固定資産 191,409 192,139

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,938,227 1,928,301

建設協力金 ※２
 1,877,674 2,040,100

その他 505,990 556,790

貸倒引当金 △44,869 △44,922

投資その他の資産合計 4,277,023 4,480,269

固定資産合計 12,142,448 12,406,743

資産合計 14,918,196 15,776,568

負債の部

流動負債

買掛金 1,052,855 ※３
 1,776,568

短期借入金 ※２
 2,694,000

※２
 2,802,000

1年内返済予定の長期借入金 ※２
 438,200

※２
 258,200

未払金 700,855 648,049

未払法人税等 35,602 51,149

賞与引当金 30,100 30,000

店舗閉鎖損失引当金 303,668 347,856

その他 143,251 155,304

流動負債合計 5,398,533 6,069,129

固定負債

長期借入金 ※２
 608,550

※２
 355,650

退職給付引当金 299,822 309,685

長期預り保証金 456,315 458,635

その他 111,964 117,366

固定負債合計 1,476,652 1,241,338

負債合計 6,875,185 7,310,467
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年８月20日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,976,635 4,976,635

資本剰余金 5,625,560 5,625,560

利益剰余金 △2,554,110 △2,131,585

自己株式 △4,519 △4,508

株主資本合計 8,043,565 8,466,101

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △555 －

評価・換算差額等 △555 －

純資産合計 8,043,010 8,466,101

負債純資産合計 14,918,196 15,776,568
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期累計期間
(自 平成21年２月21日
　至 平成21年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年２月21日
　至 平成22年８月20日)

売上高 12,712,603 12,802,025

売上原価 10,126,654 10,089,271

売上総利益 2,585,949 2,712,753

営業収入 747,537 681,964

営業総利益 3,333,486 3,394,718

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 1,357,674 1,336,237

賞与引当金繰入額 31,500 55,700

退職給付費用 21,000 23,700

不動産賃借料 866,893 844,179

減価償却費 179,802 154,495

その他 1,359,505 1,385,797

販売費及び一般管理費合計 3,816,376 3,800,110

営業損失（△） △482,889 △405,392

営業外収益

受取利息 29,833 28,220

受取配当金 1,189 44

物品売却益 13,935 13,134

その他 13,851 13,556

営業外収益合計 58,809 54,955

営業外費用

支払利息 33,140 33,922

その他 5,818 610

営業外費用合計 38,959 34,532

経常損失（△） △463,039 △384,968

特別利益

受取補償金 8,000 －

特別利益合計 8,000 －

特別損失

減損損失 72,383 7,728

その他 － 11,826

特別損失合計 72,383 19,555

税引前四半期純損失（△） △527,422 △404,524

法人税、住民税及び事業税 18,600 18,000

法人税等調整額 － －

法人税等合計 18,600 18,000

四半期純損失（△） △546,022 △422,524
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【第２四半期会計期間】
(単位：千円)

前第２四半期会計期間
(自 平成21年５月21日
　至 平成21年８月20日)

当第２四半期会計期間
(自 平成22年５月21日
　至 平成22年８月20日)

売上高 6,469,953 6,565,267

売上原価 5,219,093 5,189,314

売上総利益 1,250,859 1,375,953

営業収入 366,838 341,683

営業総利益 1,617,698 1,717,636

販売費及び一般管理費

従業員給料及び賞与 682,165 679,844

賞与引当金繰入額 31,500 30,100

退職給付費用 10,500 11,850

不動産賃借料 428,523 421,096

減価償却費 92,201 77,348

その他 684,231 733,545

販売費及び一般管理費合計 1,929,122 1,953,784

営業損失（△） △311,424 △236,147

営業外収益

受取利息 17,315 15,902

受取配当金 1,189 44

物品売却益 6,918 6,863

その他 7,803 6,059

営業外収益合計 33,226 28,870

営業外費用

支払利息 17,512 18,022

その他 1,512 363

営業外費用合計 19,025 18,385

経常損失（△） △297,223 △225,662

特別利益

受取補償金 8,000 －

特別利益合計 8,000 －

特別損失

減損損失 72,383 7,728

その他 － 11,826

特別損失合計 72,383 19,555

税引前四半期純損失（△） △361,606 △245,218

法人税、住民税及び事業税 9,300 9,000

法人税等調整額 － －

法人税等合計 9,300 9,000

四半期純損失（△） △370,906 △254,218
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期累計期間
(自 平成21年２月21日
　至 平成21年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年２月21日
　至 平成22年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △527,422 △404,524

減価償却費 179,802 154,495

減損損失 72,383 7,728

不動産賃借料相殺額 108,033 95,140

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,100 100

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △61,988 △44,068

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,508 △9,863

受取利息及び受取配当金 △31,022 △28,264

支払利息 33,140 33,922

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,260 66,370

仕入債務の増減額（△は減少） 106,704 △713,713

未払消費税等の増減額（△は減少） 97,549 △15,855

その他 △42,190 42,071

小計 △104,360 △816,460

利息及び配当金の受取額 13,852 11,502

利息の支払額 △32,337 △33,952

預り保証金の増減額（△は減少） 1,028 5,580

法人税等の支払額 △37,490 △36,318

営業活動によるキャッシュ・フロー △159,306 △869,648

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の増減額（△は増加） 24 44

有形固定資産の取得による支出 △157,926 △108,131

関係会社株式の取得による支出 △50,000 －

長期貸付金の回収による収入 － 53,150

建設協力金の回収による収入 93,557 74,792

長期預り建設協力金の受入収入 90,000 －

その他 6,280 △11,082

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,064 8,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △156,768 △108,000

長期借入れによる収入 200,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △124,050 △167,100

自己株式の取得による支出 △48 △11

配当金の支払額 △48 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △80,914 324,887

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258,285 △535,988

現金及び現金同等物の期首残高 1,550,142 1,884,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,291,857

※
 1,348,721
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【継続企業の前提に関する事項】

当第２四半期会計期間
(自　平成22年５月21日　至　平成22年８月20日)

　
当社は、平成19年２月期（第45期）以降営業損失を、また平成18年２月期（第44期）以降営業活動による

キャッシュ・フローのマイナスを計上し、当第２四半期会計期間においても営業損失２億３千６百万円、四半期

純損失２億５千４百万円を計上しております。当該状況により当社には、将来にわたって事業活動を継続すると

の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

　当社は、こうした状況を解消すべく、「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載のと

おり、荒利の改善、コスト構造の改善、人材の育成に取り組んでおります。 

　さらに、財務面につきましては、金融機関より６億円の追加融資を受け財務基盤の安定、強化を図っておりま

す。また、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期に比べ１億９千８百万円改善しておりますが、計

画に対し遅延すると判断した場合には、固定資産の処分を含めた施策も講じてまいります。 

　しかしながら、こうした取り組みは実施途上であり、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められます。 

　四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四

半期財務諸表には反映しておりません。 

 

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期累計期間(自　平成22年２月21日　至　平成22年８月20日）

該当事項はありません。

　

　

【表示方法の変更】

当第２四半期累計期間
(自　平成22年２月21日　至　平成22年８月20日)

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれていた「長

期貸付金の回収による収入」は重要性が増加したため、当第２四半期累計期間では区分掲記しております。な

お、前第２四半期累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「長期貸付金の

回収による収入」は10,895千円であります。

　

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期累計期間
(自　平成22年２月21日　至　平成22年８月20日)

　　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

　っております。

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期累計期間(自　平成22年２月21日　至　平成22年８月20日）

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月20日)

　
前事業年度末　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成22年2月20

日）
　

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 　 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 　

10,537,356千円　 10,386,981千円　

　 　 　 　

※２　担保資産 　 　 ※２　担保資産 　 　
　当第２四半期会計期間において、新規の借入にあたり、
担保を設定しており、当第２四半期会計期間末における
担保提供の状況は下記のとおりであります。

　

　 　 　 　 　 　
　　　担保提供資産 　 　 　　　担保提供資産 　 　

建物 736,913千円　 建物 590,908千円　
その他 23,001千円　 その他 15,107千円　
土地 2,739,131千円　 土地 2,036,259千円　

建設協力金 365,900千円　 合計 2,642,276千円　
（短期建設協力金を含む） 　 　 　 　 　

合計 3,864,947千円　 　 　 　
　 　 　 　 　 　
　上記以外に、当社の事業用賃貸借契約等に基づき将来発
生する家賃収入債権302,346千円を担保提供しておりま
す。

　
　 　

　 　 　 　 　 　
　　上記に対応する債務額 　 　 　　上記に対応する債務額 　 　

短期借入金 1,433,250千円　 短期借入金 1,452,150千円　
長期借入金 944,750千円　 長期借入金 409,850千円　

（1年内返済予定額を含む） 　　　　　　　　　　　 　 （1年内返済予定額を含む） 　　　　　　　　　　　 　
合計 2,378,000千円　 合計 1,862,000千円　

　 　 　 　 　 　

――――――
 
 

　

※３　当事業年度末が金融機関の休業日であったた
め、債務の一部について期末日期日のものが当事業年
度末残高に含まれております。その主なものは、次の
とおりであります。 　

　
 
　 買掛金 923,640千円　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第２四半期累計期間
(自　平成21年２月21日 
 至　平成21年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年２月21日 
 至　平成22年８月20日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,321,857千円

預入期間が３か月超の定期預金 △30,000千円

現金及び現金同等物 1,291,857千円
 

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,378,721千円

預入期間が３か月超の定期預金 △30,000千円

現金及び現金同等物 1,348,721千円
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(株主資本等関係)

第２四半期会計期間末（平成22年８月20日）及び当第２四半期累計期間(自　平成22年２月21日　至　平成22

年８月20日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 23,185,983

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式(株) 7,339

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。　　　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動はありません。

　

　

(有価証券関係)

記載すべき事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当社はストック・オプションを発行しておりませんので、該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

　　記載すべき事項はありません。
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(持分法損益等)

当社が有している関連会社は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しいため、記載を省略

しております。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第２四半期会計期間末
(平成22年８月20日)

前事業年度末
(平成22年２月20日)

　 　

　 347.00　円
　

　 　

　 365.25円
　

　

２　１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　

前第２四半期累計期間
(自　平成21年２月21日 
 至　平成21年８月20日)

当第２四半期累計期間
(自　平成22年２月21日 
 至　平成22年８月20日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △23.56円

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

　

　

１株当たり四半期純損失金額（△） △18.23円

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

 
(注)1株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
前第２四半期累計期間
(自　平成21年２月21日 
 至　平成21年８月20日)

当第２四半期累計期間 
(自　平成22年２月21日 
至　平成22年８月20日)

四半期損益計算書上の四半期純損失（△）(千円) △546,022 △422,524

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △546,022 △422,524

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 23,178 23,178

　
前第２四半期会計期間
(自　平成21年５月21日 
 至　平成21年８月20日)

当第２四半期会計期間
(自　平成22年５月21日 
 至　平成22年８月20日)

１株当たり四半期純損失金額（△） △16.00円

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

　

　

１株当たり四半期純損失金額（△） △10.97円

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい
ては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が
存在しないため記載しておりません。

 
(注)1株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
前第２四半期会計期間
(自　平成21年５月21日 
 至　平成21年８月20日)

当第２四半期会計期間 
(自　平成22年５月21日 
至　平成22年８月20日)

四半期損益計算書上の四半期純損失（△）(千円) △370,906 △254,218

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △370,906 △254,218

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 23,178 23,178

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成21年10月１日

株式会社マルヤ

取締役会　御中

爽監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　原　　敏　　夫　　印

　

業務執行社員 　 公認会計士　　小　　高　　正　　裕　　印

　

　
　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルヤの平成21年２月21日から平成22年２月20日までの第48期事業年度の第２四半期会計期間（平成21年

５月21日から平成21年８月20日まで）及び第２四半期累計期間（平成21年２月21日から平成21年８月20日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。　 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マルヤの平成21年８月20日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。 
　

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は多額の営業損失を第45期より連続して計上すること

となり、また多額な当期純損失を第44期より連続して計上しており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

るような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該

状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期財

務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映

されていない。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成22年10月１日

株式会社マルヤ

取締役会　御中

爽監査法人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　　原　　敏　　夫　　印

　

業務執行社員 　 公認会計士　　小　　高　　正　　裕　　印

　

　
　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会

社マルヤの平成22年２月21日から平成23年２月20日までの第49期事業年度の第２四半期会計期間（平成22年

５月21日から平成22年８月20日まで）及び第２四半期累計期間（平成22年２月21日から平成22年８月20日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー

計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任

は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。 

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。　 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当

と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社マルヤの平成22年８月20日現在の財政状態、同

日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期間の

キャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。
　

追記情報

継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は多額の営業損失を第45期より連続して計上すること

となり、また多額な当期純損失を第44期より連続して計上し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるよう

な状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に

対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期財務諸表

は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されて

いない。

　

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以　上

　
 

(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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